
 

 

 

 

 

柳川市では、猫による被害の軽減を図るとともに、動物の愛護と適正な管理を啓発
し、人と猫との共生社会の実現を図るため、飼い主のいない猫（野良猫）の不妊去勢
手術補助金制度を令和６年度より実施します。 
 

 
補助対象者 

●市内に住所を有していること。 

●市税を滞納していないこと。 

●補助金の交付申請をしようとする年度において、不妊去勢手術を受けさせようとする者であること。  
 

補助対象猫 
市内に生息する飼い主のいない猫（野良猫）（飼い猫は補助対象外） 

※他人の飼い猫を勝手に捕獲しないよう十分確認してください。 

※手術のための捕獲が難しい場合は、捕獲器の貸し出しも行いますのでご相談ください。 
 
 

補助対象手術 
令和６年（2024年）４月１日以降に、協力動物病院で不妊（卵巣又は卵巣と子宮を摘出するこという。）

又は去勢（精巣を摘出することをいう。）手術を実施し、その手術費用を支払った場合が対象です。  
 

補助金の額 
●不妊手術（めす）１頭につき10,０００円  ●去勢手術（おす）１頭につき5,０００円 

（手術費用の額が上記補助金の額を下回る場合は支払った額） 

 

※年度途中であっても、予算上限に達した場合は受付できません。  
 

協力病院 
●デイジー動物病院 （柳川市本町 30-7） ☎0944-74-5551 

●ブービー動物病院（柳川市三橋町久末 750-1） ☎0944-72-7208 

●やまもとペットクリニック（柳川市三橋町藤吉 77-1） ☎0944-74-4175 

※手術については、必ず事前に動物病院に電話等で相談、予約をしてください。 

※手術の際は、「誓約書兼手術同意書」「手術実施証明書」等の関係書類を動物病院に持参してください。 

※猫の状態や急患などにより、予約した日に手術を受けられないことがあります。  
 

注意点など 
●１年度につき、１世帯で４頭まで申請可能です（１回の申請で最大４頭まで）。 

●動物病院からの手術実施証明書は１頭につき１枚を提出してください。 

●猫の手術後の申請は受付できません。必ず事前の申請手続きが必要となります。 

●不妊・去勢済みと判別できるよう、対象猫の耳を V 字カット（めす：左耳、おす：右耳）してくださ

い。 

●手術後は、対象猫は元の場所に戻すようにしてください。 

●申請書・実績報告書・請求書等は生活環境課（柳川庁舎２階）に準備しています。 

また市ホームページからもダウンロードできます。  

 

 

柳川市飼い主のいない猫（やなぎ猫）の  
不妊去勢手術補助金交付事業について 

 

裏面に続くよ！ 



 

飼い主のいない猫（やなぎ猫）の不妊去勢手術補助金 
申請から交付までの流れについて 

 

申 請  

「不妊去勢手術補助金交付申請書」「誓約書」を提出してください。 

上記の書類に「行政区要望書」「生息区域図」「誓約書兼手術同意書」を添えて、生活環境課

窓口（柳川庁舎２階）に持参してください。 

なお、動物病院は受付窓口ではありまませんので、ご注意ください。 

※提出年月日、補助金申請額は記入しないでください。 

※申請できる頭数は、１世帯につき１年度に４頭までです。 

※申請書類の不足や不備があった場合は、受付できません。 

※年度途中であっても、予算上限に徹した場合は受付（申請）できません。 
 
 

決定通知 

「補助金交付決定通知書」を送付します。 

補助金の交付が決定したことを通知する書類（「補助金交付決定通知書」）を、 

①獣医師に手術が完了したことを証明してもらうための書類（「不妊去勢手術実施証明書」） 

②手術同意書 

とともに、申請者の住所に郵送いたします。 
 
 

手 術 

協力動物病院に事前に相談、予約のうえ、手術を受けてください。 

市役所から送付された「補助金交付決定通知書」「不妊去勢手術実施証明書」及び「誓約書

兼手術同意書」を協力動物病院に持参してください。 

手術後、病院から「不妊去勢手術実施証明書」を記入してもらってください。 

※手術費用の領収書は必ず「補助金の申請者」の名義で発行してもらってください。 

※耳に V字カット処置がされていない場合は、補助金が交付できないのでご注意ください。 
 
 

報 告 

「不妊去勢手術補助金実績報告書」を提出してください。 

上記の書類に「不妊去勢手術実施証明書」「領収書（原本）」「手術後の猫の写真」を添えて、

生活環境課窓口（柳川庁舎２階）に持参してください。 

※提出年月日は記入しないでください。 

※手術後１ケ月以内又は手術実施年度の３月２５日のいずれか早い日までに提出してくだ

さい。期限までに報告書の提出がなかった場合は手術未了とみなし、補助金の交付が受けら

れなくなります。 
 
 

確 定 
「不妊去勢手術補助金額の確定通知書」を送付します。 

「不妊去勢手術助成金請求書」もあわせて送付します。 

 
 

請 求 

「不妊去勢手術助成金請求書」を提出してください。 

請求書の各欄を記入して、生活環境課窓口（柳川庁舎２階）に持参してください。 

※振込口座は「申請者名義」のものに限ります。 

※提出前に記載もれがないか十分に確認してください。 
 
 

交 付 
補助金を指定口座に振り込みます。 

請求書にて指定していただいた、申請者名義の口座に助成金を振り込みます。 
 

【問合せ先】 柳川市役所生活環境課環境係 ☎０９４４－７７－８４８5（直通） 


